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用語の解説 

 

１．移動人口の男女・年齢等集計 

(1) 人口 

国勢調査における人口は「常住人口」であり，常住者とは調査時（平成 27 年 10 月１日午前

零時現在）に調査の地域に常住している者をいいます。 

(2) 居住期間 

現在の場所に住んでいる期間をいいます。 

(3) ５年前の常住地 

５年前（平成 22 年 10 月１日）にふだん住んでいた市区町村をいい，次のとおり区分したも

のです。また，５歳未満の者については，出生後にふだん住んでいた場所によります。 

調査時に当該地域に常住している者

常住者のうち，５年前の常住地が調査時の常住地と同じ者

常住者のうち，５年前の常住地が現住所以外の者

常住者のうち，５年前の常住地が現住所以外の日本国内の者

自市区町村内
常住者のうち，５年前の常住地が同じ市区町村内の他の場所の者
（21大都市の場合は，同じ区内の他の場所の者）

自市内他区
21大都市の常住者のうち，５年前の常住地が同じ市内又は東京都特
別区内で，他の区の者

県内他市区町村 常住者のうち，５年前の常住地が同じ都道府県内の他市区町村の者

他県 常住者のうち，５年前の常住地が他の都道府県の者

常住者のうち，５年前の常住地が外国の者

常住者のうち，５年前の常住地が他の市区町村であるが，市区町村
名が不明の者

常住者のうち，５年前の常住地が不明の者

注：21大都市とは，東京都特別区部及び政令指定都市をいう。

移動状況「不詳」

総数（常住者）

現住所

現住所以外(移動人口)

国内

国外

５年前の常住市区町村
「不詳」

 

(4) 転入者 

当該地域に常住している者のうち，５年前は当該地域以外に常住していた者をいいます。 

例）ある県への転入者は，上記区分のうち「他県」又は「国外」に常住していた者 

(5) 転出者 

５年前は当該地域に常住していた者のうち，調査時は当該地域以外に常住している者をいい

ます。 

(6) 転入・転出超過数 

転入者数から転出者数を差し引いた数 
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(7) 転入超過率 

総数（常住者）に占める転入・転出超過数の割合 

 

２．就業状態等基本集計 

(1) 労働力状態 

15歳以上の人について，調査年の９月 24日から 30日までの１週間（以下「調査週間」とい

う。）に「仕事をしたかどうかの別」により，次のとおり区分したものをいいます。 

主に仕事

就業者 家事のほか仕事

労働力人口 通学のかたわら仕事

休業者

15歳以上人口 完全失業者

家事

非労働力人口 通学

その他

労働力状態「不詳」

＜就業の状態＞
＜労働力状態＞

非就業者

 

(2) 労働力率 

15 歳以上人口（労働力状態「不詳」を除く。）に占める労働力人口の割合をいいます。 

(3) 従業上の地位 

就業者について，調査週間中にその人が事業を営んでいるか，雇用されているかなどによっ

て，区分したものをいいます。 

(4) 産業・職業 

「産業」とは，就業者について，調査週間中，その人が実際に仕事をしていた事業所の主な

事業の種類によって分類したものをいいます（「休業者」（調査週間中仕事を休んでいた人）に

ついては，その人がふだん仕事をしている主な事業所の事業の種類）。 

「職業」とは，就業者について，調査週間中，その人が実際に従事していた仕事の種類によ

って分類したものをいいます（「休業者」については，その人がふだん従事している仕事の種類）。 

国勢調査の集計に用いている産業分類・職業分類は，それぞれ日本標準産業分類及び日本標

準職業分類を基にしています。 

 

３．その他の用語等 

その他の用語や産業分類・職業分類の詳細については，総務省統計局ウェブサイトの『平成

27 年国勢調査 調査結果の利用案内－ユーザーズガイド－』『平成 27 年国勢調査に用いる産業

分類』及び『平成 27年国勢調査に用いる職業分類』を参照してください。 

（参照ＵＲＬ http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/users-g.htm） 


